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飲酒と健康に関する講演会

健康日本 21（第２次）とアルコール健康障害対策の推進について

　厚生労働省健康局健康課女性の健康推進室長の松村と申します。同じくアルコール健康障害対策推進
官もしておりますので、その立場も含めて今回はお話をさせていただければと思います。１年前にもこ
の場でのお話をさせていただく機会がありまして、改めてこの場をいただきましたことを御礼申し上げ
ます。また、こちらの田中先生を始めとするアルコール健康医学協会の皆さまの中で適正飲酒というも
のを啓発いただき、こんにちまで継続してご高言いただいたことに、まず御礼を申し上げたいと思いま
す。それでは講演の中身に入らせていただきたいと思います。
　まず、国の健康づくり全体の取り組みですけれど
も、「健康日本 21」というものが大きな軸になって
います。こちらの図で申します左側の平成 12 年か
ら始まっている上から３つ目の箱です（スライド
１）。こちらは 2000 年から開始されたもので、この
中で一次予防に重視するという、そこの中で飲酒と
いうものも要素として含まれてきています。こちら
に関しては数値の目標を設けて 10 年間の計画をし
ていくことを打ち出したのが、健康づくり分野では
大きな流れでした。現在は、この次の健康日本 21
の第２次というものが走っているところです。こち
らの今、最終評価を行っているところです。来年の夏まで最終評価を取りまとめ、その結果を踏まえて
次の第３次のものをつくっていくところですので、数字もアップデートしたものをお見せできればと考
えています（スライド２）。
　健康日本 21 自体の概要ですが、こちらは策定後
に基本的な方向性として５つ示している中に箱で
くくっており、飲酒というものが設けられていま
す。具体的な飲酒の目標が何か、というものを拡張
したものがこちらになっています。上から申します
と、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしてい
る人の割合、そして未成年の飲酒、３つ目が妊娠中
の飲酒、いずれも減らす、もしくはなくしていくと
いうものになっています。策定当初は、一番上です
と 15％、7.5％でしたものを 13％、6.4％まで 10 年
後に下げるというものです。未成年に関しましては、
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S53〜 第１次国⺠健康づくり
健康診査の充実
市町村保健センター等の整備
保健師などのマンパワーの確保

S63〜 第２次国⺠健康づくり
〜アクティブ８０ヘルスプラン〜
運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12〜 第３次国⺠健康づくり
〜健康⽇本２１〜

一次予防の重視
健康づくり支援のための環境整備
具体的な目標設定とその評価
多様な実施主体間の連携

H15 健康増進法の施行
H17 メタボ診断基準(関係８学会)
H17 今後の生活習慣病対策の推進について

（中間とりまとめ）
H18 医療制度改革関連法の成立
H19 健康日本21中間評価報告書
H20 特定健診・特定保健指導 開始
H23 「スマート・ライフ・プロジェクト」開始

我が国における健康づくり運動

H25〜 第４次国⺠健康づくり
〜健康⽇本２１（第２次）〜

H30 健康⽇本21（第２次）中間評価
H30 健康増進法の改正＜受動喫煙対策強化＞
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健康⽇本２１（第２次）の概要①健康⽇本２１（第２次）の概要①

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤ 栄養・⾷生活、⾝体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、⻭・⼝腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

・都道府県は、基本方針を勘案して、都道府県健康増進計画を定める。（健康増進法 第八条）
・市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、市町村健康増進計画を定める。（健康増進法 第八条）
・都道府県及び市町村は、独⾃に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（国⺠の健康の増進の総合
的な推進を図るための基本的な方針）

○ 2000（H12）年、健康日本２１を策定。具体的な目標設定を設定し評価することとした。
○ 2003（H15）年に健康増進法が施行。
○ 2013（H25）年に健康⽇本２１（第２次）を策定。（健康増進法の規定に基づく告示）

健康⽇本２１の流れ

○ 2013（H25）年〜：実施
○ 2018（H30）年 ：中間評価（一部目標値見直し）
○ 2021（R3）年 ：最終評価
○ 2022（R4）年 ：次期健康づくり運動プランの策定
○ 2023（R5）年 ：次期健康づくり運動の実施 ※開始のタイミングについては検討中

健康⽇本２１の今後の進め方について

健康の増進に関する基本的な方向
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飲酒と健康に関する講演会

それぞれ 10％台でしたものをなくしていき、妊娠中の飲酒もなくしていくことで、設定をさせていた
だいたものです（スライド３）。
　それらについてはどのようになっていったかですが、最初の生活習慣病のリスクを高める量の飲酒は、
こちらは男性で言うと 40、女性は 20 グラムの飲酒になるわけです。経年的に黒が男性でグレーが女性、
プロットをしたものはこちらですが、順調に下がっている傾向にはあるのが男性のほうから見て取れま
す。女性のほうが若干ですが、特に近年の分としては上がり傾向にあります。ここの要因分析がわれわ
れも十分にできているわけではないのですが、やはり女性の社会進出などが飲酒の機会を増やし、もし
くはたくさん飲む機会を増やしていっていることが１つ考えられるのではないかと思っています。これ
が先ほどのものを年齢階級別に分けたものです。男性も女性も真ん中の 30 代から 50 代にかけ、働き盛
りの世代で値としては高くなっている状況です（スライド４、５）。
　次は未成年の飲酒です。今回もそうでしたが、10％程度だったものをゼロにしていくというものを掲
げていたものです。中学生、高校生も男女ともに順調に低下してきています。ただ、０％の目標があり
ますので、そこに向けて、実際に未成年飲酒などを取り締まっている警察庁とも連携しながら広告を打
ち、今もキャンペーンを引き続きしている状況です（スライド６）。
　妊娠中の飲酒も順調に下がってきています。今は１％台というところまで直近は降りてきています。

スライド 3 スライド 4

スライド 5 スライド 6

項目 ベースライン 目標

①生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している者の割合の減少
（1日当たりの純アルコール摂取量が
男性40ｇ以上、⼥性20ｇ以上の者の割合）

男性：15.3％
⼥性： 7.5％
（H22年）

13.0％
6.4％

（R4年度）

②未成年の飲酒をなくす
（過去30日に1回以上飲酒した者の割合）

中学３年生 男子 10.5%
⼥子 11.7%

高校３年生 男子 21.7%
⼥子 19.9%

（H22年）

0% 
（R4年度）

③妊娠中の飲酒をなくす 8.7%
（H22年）

0%
（H26年）

健康日本２１（第２次） 飲酒に関する目標設定

【参考】 飲料の種類
（量、アルコール度

数）

ビール
（500ml、

5%)

清酒
（１合180ml、

15%)
ウイスキー・ブランデー
（ダブル60ml、43%)

焼酎
（１合180ml、

25%）

ワイン
（１杯120ml、

12%）
純アルコール量 ２０ｇ ２２ｇ ２０ｇ ３６ｇ １２ｇ
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令和元年国⺠健康･栄養調査結果の概要
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令和元年国⺠健康･栄養調査結果の概要 未成年者の飲酒

データソース：厚生労働科学研究費による研究班の調査（調査前30日間に１回でも飲酒した者の割合） 7
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中３男子 中３⼥子 高３男子 高３⼥子

調査前30日間に１回でも飲酒した者の割合（％）
平成22年 平成24年 平成26年 平成29年
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ただ、妊娠中にお酒を飲んではいけないこと自体の
広報は、もう十分にできており、ある程度広まって
いるのではないかという実感はわれわれとしても
持っています（スライド７）。
　最後の１桁の１％という方々は、依存や他の社会
的な要因も含め、課題を抱えている可能性もありま
すので、そういう面からのアプローチも必要ではな
いかということで議論をしているところです。
　こちらは 2018 年の直近でやりました中間の評価
のまとめです（スライド８）。下段のほうに枠で囲っ
てあるところです。先ほど申し上げました飲酒の目
標に関して未成年の飲酒をなくしていき、妊娠中の
飲酒をなくしていくことに関しては十分に改善し
ていますので、Aという評価が付けられています。
生活習慣病のリスクを高めるような飲酒をしている
人の割合の減少に関しましては、Bで変わらないと
いう評価が出てきています。ただ、女性に関しまし
ては、直近の数値を見てみますと、上昇のトレンド
があるのではないかというので気を付けなければい
けないと見ています（スライド９）。先ほど少し口
頭で申し上げたようなところを踏まえ、今後の対策
はどのようなことをしたらいいのかが、中間評価で
出てきています。太字にしているところですが、ア
ルコールの計画に基づいた対策を進めていく話です
とか、健康障害を予防するためのブリーフインター
ベンションが大事ではないかです。あとは、知識の
普及啓発のところでご指摘をいただきました。
　これらを踏まえまして厚労省、特に健康局のほう
でどのようなことをしているかがこちらのスライド
です（スライド 10）。大きくは厚労省のホームペー
ジでの普及・啓発というものを行っています。併せ
てポスターも作成し、自治体を含めて配布をしてい
るところです。
　また、市町村が行います健康教育・健康相談というものに関しましても国から補助を行っています。
あとは特定検診のマニュアルでして、標準的な検診・保健指導プログラムの中にアルコールの使用が疑
われるような方に関しましては、受診につながるようなスクリーニングの後の介入をしていくものを書
き込ませていただいています。

スライド 8

スライド 9

スライド 7
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健康日本２１（第２次）中間評価の概要
（４）飲酒

今後の課題・対策
 国のアルコール健康障害対策推進基本計画に基づく対策が確実に実施されていくこ
とが必要である。

 各都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画が早期に策定され、
確実に実施されていくよう推進する。

 上記基本計画に含まれていないが、アルコール健康障害を予防するためのブリーフ
インターベンションの広範な施行は、特に「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒
している者の割合の減少」の達成のために非常に重要であり、この対策を推進する。

 第３期がん対策推進基本計画において、予防可能ながんのリスク因子の１つとして
過剰飲酒が挙げられており、上記の対策等を通じて、がんの罹患者や死亡者の減少
に取り組む。

 国、地方公共団体、業界団体、関連機関、企業、地域団体等が連携・協力しながら
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を推進する。特に、未成年者の飲酒防止や⼥
性の適正量を超えた飲酒の予防などの活動を行っていく。また、⾃治体や企業等の
先進的な取り組みを評価し、優れたものを表彰することで広める支援活動を実施す
る。
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妊娠中の飲酒

データソース：
厚生労働省「乳幼児身体発育調査」、平成25年は平成25年度厚生労働科学研究（山縣班）、平成29年度は⺟子保健課調査 8
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1.2

妊娠中の妊婦の飲酒率（％）
平成22年度 平成25年度 平成29年度
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　自治体の方々のたばこ・アルコールの担当者のス
キルアップを目的とした講習会の開催なども実施し
ています。平行しまして、その研究を通しまして実
際に若年や女性における飲酒の状況というものを、
モニターをしていることも行っています。厚生労働
省の e－ヘルスネットという情報提供サイトです。
この中でアルコールに関しては、久里浜の樋口先生
などのご協力もいただき、かなり詳細にわたり一般
の方にも分かりやすい形でご説明をさせていただい
ています。こちらがアルコールの健康障害対策の基
本法ということでして、健康づくりというだけでな
く依存症も含めた健康障害の対策を全般的に進める
ための計画となっています。
　こちらは、先ほどのものから第２期でして、昨年
の春から新しいものに切り替わっています（スライ
ド 11、12）。基本的な理念や重点課題というものに
関しましては、アルコールの適正飲酒という観点か
らは大きく動いたところはないのですが、①の上か
らの３つ目の下線のところです。飲酒のカイドライ
ンをつくっていくことが書き込まれているのが、関
連のものとしては大きいものです。こちらは 40 グ
ラム、20 グラムという飲酒量に関しましてのご案
内をしていますが、どうしても実際に自分がお酒を
飲むときに、どれぐらいの量がいいのかが分かりに
くいという話があります。それを分かりやすくする
ために、もっと年齢、性別などの体質に応じた形で、
あなたはどれぐらい飲んでいいかというものを、視
覚化をして見せていき、普及・啓発資料を作れない
かという話が入ってきています。
　もともとの 40 グラム、20 グラムというラインの
引き方もよかったというところも併せ、研究班の先
生方にお願いをし、最新のエビデンスに基づいて、
どのような数値や資財で示したらいいかを今は検討
をしていただいているところです。
　国際規格の中での日本の取り組みの状況、評価というのを最後に触れさせていただければと思います。
こちらはざっとOECDのメンバーを並べたところです。年間の総アルコール消費量で国際規格の場合
はなされますので、それで並べていきますと日本は真ん中よりは左寄りかというところです。一番端の

スライド 11

スライド 10

スライド 12

アルコール健康障害対策推進基本計画【第２期 】アルコール健康障害対策推進基本計画【第２期（令和３年度〜令和7年度）】

○アルコール健康障害の発⽣・進⾏・再発の各段階での防⽌対策を適切に実施
○アルコール健康障害の本⼈・家族が⽇常⽣活・社会⽣活を円滑に営むことを支援
○関連して⽣ずる飲酒運転、暴⼒、虐待、⾃殺等に係る施策との有機的な連携

１．基本理念

○飲酒に伴うリスクの知識の普及
○不適切飲酒を防⽌する社会づくり

○本人・家族がより円滑に⽀援に結びつくように、切れ目のない⽀援
体制（相談⇒治療⇒回復⽀援）の整備

①⽣活習慣病リスクを⾼める量（※）の飲酒者の減少
※純アルコール摂取量/日 男性40g以上, ⼥性20g以上

②20歳未満の者・妊娠中の者の飲酒をなくす
⾼３男子 21.7％ (H22) →10.7％ (H29) →0％（目標）
⾼３⼥子 19.9％(H22) →  8.1％ (H29) →0％（目標）
妊娠中 8.7％(H22) →  1.2％ (H29) →0％（目標）

③関係機関の連携のため、都道府県等で連携会議の設置・定期開催

④アルコール依存症への正しい知識を持つ者の割合の継続的向上
（現状）アルコール依存症のイメージ （H28 内閣府世論調査）

・本人の意思が弱いだけであり、性格的な問題である（43.7%） 等

※治療に結びつきにくい社会的背景の１つに、依存症への誤解・偏⾒

⑤アルコール健康障害事例の継続的な減少
（現状）アルコール性肝疾患

患者数 3.7万人（H29患者調査） 、 死亡者数 0.5万人（R1)

○問題飲酒者の割合
（現状） 男性：21.4％ 女性：4.5％（H30）

※アルコール使用障害簡易スクリーニングテスト(AUDIT） 8点以上

○⼀時多量飲酒者の割合
（現状） 男性：32.3％ 女性：8.4％（H30）

※過去30日間で一度に純アルコール60g以上飲酒 など

○アルコール依存症が疑われる者数〔推計〕と受診者数の乖離
（いわゆる治療ギャップ）

（現状） 受診者数（NDBベース） 外来10.2万人、入院2.8万人 （H29）

生涯経験者〔推計〕 54万人(H30）

依存症が疑われる者（AUDIT15点以上）〔推計〕 303万人(H30) など

重
点
課
題

重
点
目
標

関
連
指
標

男性 15.3％ (H22) →14.9% (R1）→13.0％ (目標）
⼥性 7.5% (H22) →  9.1％ (R1）→  6.4％ (目標）

相談拠点 医療機関 自助グループ等

基本計画【第１期】の目標 基本計画【第１期】の目標
・全都道府県に相談拠点・専門医療機関を整備（概ね達成⾒込み）継続

改定

２．重点課題
アルコール健康障害の発⽣予防 進⾏予防 再発予防
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令和3年３月26日閣議決定

健康局におけるアルコール健康障害対策の具体的内容

○啓発
健康情報サイトである厚生労働省のe-ヘルスネット等のウェブサイトを通じた普及啓発を

実施している。

○健診・相談

健康増進事業費補助金にて、壮年期からの健康づくりと生活習慣病の予防と早期発見、
早期治療を図るため、市町村が行う健康教育、健康相談、健康診査等の事業に対し、国
庫補助を行っている。

なお、「標準的な健診・保健指導プログラム」においては、アルコール使用障害スクリーニ
ングの結果、アルコール使用障害が疑われる者には専門医療機関への受診につなげるこ
とが推奨されており、その周知を図っている。

○自治体への働きかけ

たばこ・アルコール対策担当者講習会を開催し、地方自治体等におけるアルコール健康
障害対策担当者に対して、アルコール健康障害の基礎知識や最新の動向等について講習
を実施している。（例年５月頃に実施）

○研究
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業（厚生労働科学研究費補助金）

『喫煙、飲酒等生活習慣の実態把握及び生活習慣の改善に向けた研究（令和２-４年度）』
・若年者や成人（女性）における飲酒状況の実態把握
・減酒支援の効果検証
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①教育の振興等

②不適切な飲酒の誘引の防⽌

③健康診断及び保健指導

④アルコール健康障害に係る医療の充実等

⑥相談支援等

⑦社会復帰の支援

⑧⺠間団体の活動に対する支援

⑨人材の確保等 ⑩調査研究の推進等

・小中⾼、大学等における飲酒に伴うリスク等の教育の推進
・職場教育の推進（運輸業の乗務員等）
・年齢、性別、体質等に応じた「飲酒ガイドライン」（普及啓発資料）作成
・⼥性、⾼齢者などの特性に応じた啓発
・アルコール依存症に関する正しい知識の啓発 等

・酒類業界による広告・宣伝の自主基準の遵守・必要に応じた改定
・酒類の容器へのアルコール量表⽰の検討
・酒類販売管理研修の定期受講の促進
・２０歳未満の者への酒類販売・提供禁⽌の徹底 等

・健診・保健指導でのアルコール健康障害の早期発⾒・介⼊の推進
・地域の先進事例を含む早期介⼊ガイドラインの作成・周知
・保健師等の対応⼒向上のための講習会の実施
・産業保健スタッフへの研修等による職域での対応促進 等

・アルコール健康障害の早期発⾒・介⼊のため、⼀般の医療従事者（内
科、救急等）向けの研修プログラムの普及
・専門医療機関と地域の精神科等の連携促進等により、より⾝近な場所
での切れ目のない医療提供体制の構築
・「⼀般医療での早期発⾒・介⼊」、「専門医療機関での治療」から「自助
グループ等での回復⽀援」に⾄る連携体制の推進
・アルコール依存症の治療法の研究開発 等

・飲酒運転、暴⼒、虐待、自殺未遂等を⾏い、依存症等が疑われる
者を治療等につなぐ取組の推進

・地域の相談拠点を幅広く周知
・定期的な連携会議の開催等により、地域における関係機関（⾏政
、医療機関、自助グループ等）の連携体制の構築
・相談⽀援を⾏う者の対応⼒向上に向けた研修等の実施
・依存症者や家族に対する⽀援プログラムの実施
・災害や感染症流⾏時における相談⽀援の強化 等

・アルコール依存症者の復職・再就職の促進
・治療と就労の両⽴を⽀援する産業保健スタッフ等の育成・確保
・依存症からの回復⽀援に向けた自助グループ、回復⽀援施設の
活用促進 等

・自助グループの活動や⽴ち上げ⽀援
・感染症対策等の観点で、オンラインミーティング活動の⽀援
・相談⽀援等において、自助グループ等を地域の社会資源として活用

※下線は基本計画【第１期】からの主な変更箇所

⑤アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等

３．基本的施策

基本的施策①〜⑧に掲げる該当項目を再掲

15
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インドネシアなどは宗教上の理由で全く飲まない方
もいますので、年間１人当たりの総消費量で見ます
と真ん中よりは少なめかと考えています（スライド
13）。
　それだけではなく、WHOの場合は１回の摂取が
多量の方もモニター数値表に入れています。これは
その後、交通事故も含め事故につながり、何かトラ
ブルに発生する可能性が高まることを受け、60 グ
ラムというボリュームを一気に取った場合の割合で
す（スライド 14）。こちらもG７を並べていますが、
真ん中よりは左寄りという状況でして、改善の余地
はあると思いますが、まずまずのところにいるかと
考えています。その上で、どういう介入方法をする
といいのかが、WHOから示されているものをまと
めたものがこちらのスライドになっています。各国
の地方によるリーダーシップ、方向性を示す話や実
際にスクリーニングやインターベンションの視野が
提供をされています（スライド 15）。
　そして地域社会がこの重要性を理解し、加入をし
ていくことが大事です。あとは飲酒運転の話や販売
の制限の話です。ここの１つ有効な手段としまして
は、よく提示されているものです。次にマーケティ
ングです。こちらの広告の内容に関しましては、今
回の協会のほうでも協力いただいているところです
が、そこを含めて対応をしていくべきです。また、
販売価格や飲酒とアルコール中毒の負の影響の提言
です。常習消費者の啓発でして、情報提供が重要で
はないかと思います。
　ここの９番は、日本はあまりないと思いますが、
密造酒の対策と、これらの関連する指標をモニター
していくところです。これは健康日本 21 でやれて
いるところです。ですので、大体のところはわれわ
れでも手は打ちつつ対応はできているかと考えてい
ます。マーケティングのところなどは引き続きご協力をいただきながら、このようなWHO等の世界的
な動きも参考にしながら進めさせていただければと思っています。より具体的な介入方法が、このベス
トバイズの中身になります（スライド 16）。先ほどの課税の話や広告規制の話などが、より重要度別に
並べられていまして、丸３つが特に費用対効果が高いもので、税・広告規制、あとは販売のタイミング

スライド 13

スライド 14

スライド 15

一人あたりの年間総アルコール消費量（リットル）
(15歳以上), 2020もしくは最新値

OECD data 16

過去30日間一度に純アルコール60g以上を摂取した者の割合
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13.8 13.6 15.1
17.3
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Prevalence of heavy episodic drinking (%), 2016
男女 男性 女性

データソース WHO Global status report on alcohol and health 2018

領域１ リーダーシップ、啓発とコミットメント
・国と地方による包括的な戦略

領域２ 保健医療サービスの対応
・プライマリケアにおけるスクリーニング及びブ

リーフインターベンションの支援

領域３ 地域社会の行動
・アルコールの有害な使用に対し、費用対効果の

高い対応を推進する

領域４ 飲酒運転に関する政策と対策
・強制的なドライバー教育やカウンセリングの実

施

領域５ アルコールの入手可能性
・アルコールの流通と販路への適切な制限

領域６ アルコール飲料のマーケティング
・マーケティングの総量と内容の規制

領域７ 価格設定方針
・販売最低価格の設定

領域８ 飲酒及びアルコール中毒による負の影響の
低減
・アルコール問題についての消費者への情報提供

領域９ 違法なアルコールが公衆衛生に与える影響
の低減
・密造酒対策

領域１０ モニタリングとサーベイランス
・アルコール消費及びアルコールに関連する害につ

いての定期的なモニタリング

アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略において推奨されている１０の標的領域（抜粋）

２１WHO Global strategy to reduce the harmful use of alcohol (2010)
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を規制する話になってきています。
　こちらの大きなトレンドのご紹介としましては、
アルコールの障害に対応するための、WHOの世界
戦略が更新される予定になっています。われわれの
ほうもその議論にコンサルテーションを各国にかけ
るタイミングがありますので、参画しながらきちん
と有害なところの使用がなくなっていくように意見
を出していきたいと考えています。最後のほうは少
し世界的な事例の方向性になりましたけれども、前
半の日本での取り組みと併せてご紹介させていただ
きました（スライド 17）。
　松村からの説明は以上になります。お時間ありが
とうございました。

スライド 16

スライド 17
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‘Best buys’
WHOが推奨する

費用対効果が高い
介入方法

増税

広告規制

入手可能性の制限

飲酒運転

ブリーフインターベンション

価格の下限設定

年齢制限とアルコール濃度の低下

若年者への広告規制

健康/社会サービス

消費者への情報提供

価格の見直し

20https://www.who.int/news-room/detail/28-03-2020-who-to-accelerate-action-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol

(抜粋) The Board, in its decision EB146 (14),  requested  the WHO Director-General, inter alia, “to develop an 
action plan (2022-2030) to effectively implement the Global strategy to reduce the 
harmful use of alcohol as a public health priority, in consultation with Member States and 
relevant stakeholders, for consideration by the 75th World Health Assembly through the 150th session of the WHO 
Executive Board in 2022”, 

アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略を
有効に実行するためのアクションプラン（2022-2030年）を

2022年のWHO総会において採択予定


